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11,664,000 11,811,000 △ 147,000 △ 1.2

 宅 地 造 成 事 業 特 別 会 計 66,706 66,706 0 0.0

0 1,579,400 △ 1,579,400 皆減

0 29,560 △ 29,560 皆減

 介 護 保 険 事 業 勘 定 2,955,000 2,887,000 68,000 2.4

 特 別 会 計 ｻｰﾋﾞｽ事業勘定 13,140 12,400 740 6.0

 土 地 取 得 特 別 会 計 383 383 0 0.0

 国民健康保険 　事 業 勘 定 2,185,800 2,194,000 △ 8,200 △ 0.4

 特 別 会 計 　直 診 勘 定 84,700 81,800 2,900 3.5

 後期高齢者医療特別会計 390,590 366,600 23,990 6.5

96,629 218,958 △ 122,329 △ 55.9

17,456,948 19,247,807 △ 1,790,859 △ 9.3

753,771 828,530 △ 74,759 △ 9.0

727,328 747,249 △ 19,921 △ 2.7

232,893 237,347 △ 4,454 △ 1.9

467,755 452,172 15,583 3.4

1,153,934 0 1,153,934 皆増

1,151,268 0 1,151,268 皆増

675,832 0 675,832 皆増

905,118 0 905,118 皆増

各　会　計　予　算　額　表

(単位：千円 ・ ％)

 一　　般　　会　　計

 下 水 道 特 別 会 計

 農業集落排水特別会計

 財 産 区 特 別 会 計

計

収益的収入

収益的支出

資本的収入

資本的支出

収益的収入

収益的支出

資本的収入

資本的支出

会　　　計　　　別 本年度予算額 前年度予算額 増減額 増減率

水道事業会計

下水道事業会計



令和６年度

一 般 会 計 予 算 書

京都府与謝郡与謝野町



議案第２３号

令和６年度与謝野町一般会計予算

令和６年度与謝野町一般会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１１，６６４，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によ

る。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間

及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。

（地方債）

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。

（一時借入金）

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は

１，０００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１）各項に計上した報酬（特別職を除く。)、給料、職員手当等及び共済費に係る予算額
に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和６年２月２９日提出

与 謝 野 町 長 山 添 藤 真
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第２表 　債　務　負　担　行　為

第３表 　地   方   債
(単位：千円)

庁 舎 整 備 事 業 債

鉄 道 軌 道 輸 送 設 備
整 備 事 業 債

阿蘇霊照苑整備事業債

農業用施設整備事業債

道 路 整 備 事 業 債

河 川 等 整 備 事 業 債

都 市 下 水 路 施 設
整 備 事 業 債

町営住宅整備事業債

消防施設整備事業債

小 学 校 施 設
整 備 事 業 債

社 会 教 育 施 設 等
整 備 事 業 債

給 食 セ ン タ ー
整 備 事 業 債

過疎地域持続的発展
特 別 事 業 債

臨 時 財 政 対 策 債

合 計

（単位：千円）

事 項 期 間 限 度 額

学校給食センター施設整備事業 令和６年度から令和７年度まで 2,213,000

              1,900 

             27,500 

              9,000 

             27,800 

             46,300 

             52,600 

              8,000 

             33,800 

             11,200 

              8,000 

             10,300 

             64,300 

            115,700 

             15,000 

            431,400 

起債の目的 限度額 起債の方法 利　率 償還の方法

証書借入れ
又　  　は
証 券 発 行

　年５.０％以内

　（ただし、利率
見直し方式で借入
れる政府資金及び
地方公共団体金融
機構並びに銀行等
縁故資金につい

て、利率見直しを
行った後において
は、当該見直し後

の利率）

　政府資金について
は、その融通条件に
より、銀行その他の
場合には、その債権
者と協定するものと

する。
　ただし、町財政の
都合により据置期間
及び償還期間を短縮
し、又は繰上償還若
しくは低利に借換え
することができる｡
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△255,710 16,069 26,000 125,531 906,066 9.20

80,311 0.7992,432

8,674,921759,484359,8001,869,795
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